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ジョン・ロールズの社会観（２）
――政治的リベラリズムへの移行期におけるカント的・ホッブズ的契機の結合――

田中　将人

一　�問題の所在――政治的リベラリズムへの�
転回／展開をめぐって

　ロールズが一貫して示そうとしてきたのは、秩
序だった社会の成立可能性だったと考えられる。
その際、そうした社会像を導く理念のひとつとし
て想定されているのはカントの〈目的の国〉であ
り、『正義論』から八〇年代初頭の論考において
は、カントからの影響は明白である。ロールズが
自他ともに認めるカンティアンであったことは言
を俟たない。
　しかし、いわゆる後期ロールズへの変化、つま
り政治的リベラリズムへの変化をめぐる段となる
と評価は錯綜する。その主要な理由は、ロールズ
自身が『正義論』と『政治的リベラリズム』の距
離を強調し、かつての自分の理論はリベラルであ
るが包括的な教説に基づくものであり、それゆえ
もはや是認しえないものだと明言していることに
求められる。
　ロールズにまつわる他の争点と同じく、政治的
リベラリズムへの変化についても莫大な言説が費
やされており、それを逐一検討することは物理的
に不可能であるが、比較的影響力をもつ通説は、

『正義論』と『政治的リベラリズム』との断絶性
を強調する以下のような図式的二分法にもとづく
ストーリーであるとおもわれる。すなわち、『正
義論』が普遍的妥当性をもった正義の原理を導出
し正当化しようとするカント的な企てであったの
にたいして、『政治的リベラリズム』はむしろ歴
史的文脈を重視し、みずからの特殊性・相対性を
自覚しつつも、様々な異なった見解によって支持
されうる政治の基盤を解釈学的に紡いでいこうと
するヘーゲル的な営みである、と。従来の解釈に

おいては、政治的リベラリズムを肯定的に賞賛す
るのであれ否定的に批判するのであれ、後期思想
への変化は、アメリカ社会の統合原理の弱体化と
いう現実問題によって要請された安定性への希求
という観点から評価が下されてきたようにおもわ
れる １。こうした解釈においては政治的リベラリ
ズムへの変化は理論外在的な転回として捉えられ
ることになる。
　たしかに、『正義論』と『政治的リベラリズム』
の相違を述べたロールズ自身の主張に加えて、両
テキストには転回というストーリーを支持する箇
所が散見される。しかし、即断を下すことには慎
重であらねばならない。なぜならば、他方でロー
ルズは『正義論』と『政治的リベラリズム』の連
続性をも強調しているからである。とりわけ、か
れが用いる人格や社会についての構想は包括的教
説ではなく政治的構想として再定式化されるも
のの、公正としての正義という構想の構造や実
質はほとんど変化していないと想定されている 

（PL: 177. n3）。また、『政治的リベラリズム』に
おいて、重なり合うコンセンサスや公共的理性と
いった中心的テーマが論じられるのは第二部で
あるが、これに先立ち同著の基盤をなす第一部
は、もちろんしかるべき修正が加えられているも
のの、基本的には移行期の論考がベースとなって
いる。さらに、普遍的原理の基礎づけを目指すの
ではなく、むしろ、論争的にならざるをえない包
括的教説を回避することで、われわれが同意可能
な領域を明瞭化していくという政治的リベラリズ
ムの特徴は、目立たないながらも『正義論』のな
かにもすでに看取される ２。こうした事情を鑑み
ると、政治的リベラリズムへの変化をそれ以前と
まったく断絶した転回だと捉える解釈は支持しが
たい。
　以上のことからすると、政治的リベラリズムと
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いう見解をより深く理解・批判するためにも、こ
の変化を理論内在的な展開として読み解く視座が
必要だとおもわれる。ここでまず必要なのは、
ロールズの移行期のテキストに立ち戻ることだろ
う。ロールズが「政治的リベラリズム」という表
現を初めて用いるのは、論文「重なり合うコンセ
ンサスの観念」（一九八七年）の結尾部において
である。

「政治的リベラリズムとよんできたものにた
いして簡潔なコメントを述べることによっ
て、論文の結びとしたい。われわれが確認し
てきたことだが、この見解は、リベラリズム
におけるホッブズ的要素――よくデザイン
された憲法上の制度編成によって調整され
バランスのとられた、自己利益・集団利益
の収斂によって保護される暫定協定（modus 
vivendi）としてのリベラリズム――と、カ
ントやミルの教説のような包括的な道徳的教
説にもとづくリベラリズムとのあいだに進路
をとるものである」（CP 1987: 446）

　ロールズによれば、それぞれ独立に考えてみる
ならば、前者は永続する社会統合を確保できず、
後者は充分な同意をえることができない。政治的
リベラリズムは、ひとたび問題となっている政治
的構想をリベラルなものとして捉えた場合に可能
となる第三の選択肢であり、重なり合うコンセン
サスによって可能になるとされる（CP 1987: 
447）。それは、たとえ究極的な目的や価値観を異
にする様々な世界観のあいだにおいても、政治を
営むうえで求められる基本的な利害や理念は共有
されており、それゆえこの焦点部にたいしては、
理由づけが異なるにしても安定的な合意が成立可
能であるという考えにほかならない。重なり合う
コンセンサスがたんなる合意から区別されるの
は、前者が、理に適ったものであるということ、
ならびに政治的構想と包括的教説の区分に基づい
ていることに求められる。
　この理に適ったという評価言明の多用と、政治
的構想と包括的教説の区分とは、政治的リベラリ
ズムの特徴として広く認められている。裏からい
えば、政治的リベラリズムへの変化を理論内在的
な展開として解釈しようとするわれわれの立場か

らすれば、移行期のテキストに伏在しているはず
のこうした特徴を摘出することが課題として設定
されることになるだろう。
　そこで本稿では〈カント、ミル的な包括的教説
とホッブズ的な暫定協定とのあいだを歩もうとす
る〉というロールズの主張を導きの糸としつつ、
いかにして重なり合うコンセンサスという観念、
そして政治的リベラリズムという見解が作り上げ
られていくのかを、おもに移行期である八〇年代
の論考を考察することによって明らかにする。そ
の際、従来あまり注目されてこなかった論点にも
着目することになるが、〈政治的リベラリズムへ
の変化は理論内在的な展開である〉と考える本稿
が提出する中心的仮説は次のようなものである。
つまり、この展開は、カント的構成主義を論じる
なかで分節化される二つのreasonableの観念と、
ホッブズ解釈のなかで示される政治的構想と包括
的教説の区別（ならびに両者の関係についての
ロールズ独自の洞察）が結合することによって果
たされたのではないか、という仮説である。ま
た、重なり合うコンセンサスの理論的生成を示す
こととあわせて、政治的リベラリズムがどのよう
な前提のもとに成立しており、そのことがどのよ
うな帰結を導くことになるのかをも明らかにした
い。そのうちのひとつは、ロールズの社会観にも
影響をあたえていると考えられる。

二　�カント的構成主義における�
二つのreasonable

　カント、ミル的な包括的教説にもとづくリベラ
リズムとは、いうまでもなく『正義論』を指して
いると考えられる。ただし、『正義論』をふくむ
前期ロールズの思想、とりわけそこにみられるカ
ントの道徳的教説からの影響の側面については、
以前に論じたのでここでは繰り返さない ３。以下
では、そこでの考察の到着点であった八〇年代初
頭、すなわち移行期のはじまりの論考を出発点と
し、展開の内実を再構成したい。
　さて、ロールズの理論形成史において『正義
論』と『政治的リベラリズム』の中間に位置し、
ひとつの到達点であるとともに、先述した論争的
な移行期への転換点としても位置づけられるの
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が、論文「道徳理論におけるカント的構成主義」
（一九八〇年）である。この論文の目的は、その
題目から窺われるように、カントの道徳理論のも
つポテンシャルを構成主義という方法論に定式化
することによって汲み尽くそうとするものであっ
た。一般にはカントからの影響がもっとも強まっ
た時期だとされている。この論文は、一方で『正
義論』からの連続的な発展が認められるととも
に、他方では『政治的リベラリズム』に繋がって
いく新たな論点を含む複合的なテキストである。
以下では後者の側面に注目していくが、その前に
構成主義についての一般的な説明をしておくべき
だろう ４。
　構成主義は、有意とされる前提から出発し、そ
れを手続き主義的に展開することによって妥当性
をもつ原理を導出しようと試みる道徳理論のこと
である。そのため構成主義は、導出される原理が
妥当性をもつ点で懐疑主義と異なり、手続き主義
的な性格をもつ点で素朴実在論とも異なる。われ
われが妥当性をもつ原理を構成するという側面が
強調されているのである。これからみていくよう
に、ロールズはカントからこうした着想をえてい
る。
　それでは、政治的リベラリズムへの移行という
問題関心からみたとき、重要な要素は何か。ここ
での問題関心からすれば、カント的構成主義にお
いて興味深いのは、政治的リベラリズムのキー・
タームであるreasonableという用語が理論の前面
に押し出されてくることである。さらに重要なの
は、ロールズがreasonableを二つに分節化してい
ることにほかならない。すなわちロールズは、一
方でrationalに対比させてreasonableを、他方で
true に対比させて reasonable という言葉を用い
ており、しかも両者を混同してはならないとして
いるからである（CP 1980: 340-341）。ここでは、
前者の対に〈合理的／道理的〉、後者の対に〈真
／理に適った〉という訳語を宛てる。両者はどの
ような特性をもっているのだろうか。
　まずは、〈合理的／道理的〉の対について。こ
の意味でのreasonableは必ずしも充分に分節化さ
れていなかったとはいえ、『正義論』から一貫し
てロールズの念頭にあったものである（PL: 25, 
n28）。たとえばそれらは、何らかの行為にたい
する評価言明として用いられる。すなわち、合理

的行為が他の選択肢と比較してより高い利得を獲
得する行為であるのにたいして、道理的行為とは
他の行為者に配慮し負担をともに担おうとする行
為のことを指す。カント的構成主義においては、
それぞれに「合理性」（the Rational） と「道理
性」（the Reasonable）という名詞形がはじめて
宛てられることによって、人々がもつべき基礎的
な道徳的能力を指示するように再定式化が試みら
れている（CP 1980: 316-319）。
　この区別がより明晰になることによって、構成
プロセスの一環としての原初状態の議論が精緻化
されることになる。すなわち、正義感覚を表す道
理性は市民がもつべき道徳的能力であるが、それ
は、合理性の能力しかもたない当事者に非有意な
情報を遮断する無知のヴェールを被せ、さらにか
れらを対称的に配置することによって、原初状態
の背景的条件として設定される。こうして、理論
理性にたいする実践理性の優位性というカント的
テーゼを下敷きとしつつ、道理性をモデル化した
公正な背景的条件のもとにおける当事者の合理的
推論によって、求められるべき原理が構成される
のである ５。これは『正義論』に連続する議論に
ほかならない。
　ここで使用されている合理性と道理性とは、構
成のプロセスにおいて前提とされる理念的な人格
像がもつべき道徳的能力を抽象化したものである
が、その参照点とされているのがまさしくカント
の道徳的教説なのである。この面に着目するなら
ば、カント的構成主義とはカント的な人格の理念
に基づく構成主義だといえるだろう。この立場か
らすれば、カント的ではない様々な人格等の理念
に基づく構成主義がプルーラルに成立可能という
ことになる。
　ただし、カントからの影響は、そうした基盤と
しての理念の側面にとどまらず、構成主義という
方法論的側面にも及んでいるようにおもわれる。
なぜならば、これは「カント的構成主義」論文以
降のものからの引用になるが、ロールズは次のよ
うにも述べているからである。

「それだからわれわれは、可能な場合にはつ
ねに、哲学的諸論争を脇によけ、永続する哲
学上の諸問題を避ける方途を探し求めよう
と試みるのである。よって、「カント的構成
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主義」とよんできたものにおいて、われわ
れは、真理の問題と道徳的・政治的価値の
地位をめぐる実在論（realism）と主観主義

（subjectivism）との論争を避けようと試み
る。この形態の構成主義はこうした様々な教
説を肯定するのでも否定するのでもない。む
しろ、構成主義は、実用可能な客観性の構想
と適切な反省による判断への公共的同意にも
とづく正当化をえるために、社会契約の伝統
から諸観念を練り直すのである。ここでの目
的は、自由な合意、公共的理性をつうじた和
解にほかならない」（CP 1985: 395）

　ここにみられるのは、カント的な意味での理性
批判、すなわち独断論と懐疑論とに抗して理性に
可能であることと不可能であることを批判的吟味
によって確定し、それによって理性にたいする信
頼の擁護を図る試みを、道徳理論のレベルにおい
て遂行しようとするものだとおもわれる ６。この
点については両者の類似点が指摘されている。

「倫理学におけるカントの方法はロールズのそれ
といくらかの消極的な点において明らかに類似し
ている。ロールズと同様に、カントは倫理的に重
要な行為原理を正当化する手続きを実践的推論の
一構想にアピールすることによって提示している
のであるが、その構想とは独立していると想定さ
れる道徳的事実や人々が現実にもつ選好に依拠す
るものではない」７。
　さらに、実は先の引用文の原型は道徳理論の正
当化について述べられた『正義論』の結尾部に見
出すことができる（TJ: 578-579/506-507 rev.）。
そこではデカルト主義と主観主義が批判されてい
るが、文意からするとそれぞれ（次に確認する）
理性的直観主義と功利主義をさすことが明らかで
あり、それにくわえて、道徳理論においてすすむ
べき方途はクワイン的なものだという注記がなさ
れている ８。こうしてみると、カント的構成主義
には、カント的な理性批判の試みを、クワイン以
後の道徳理論の正当化と重ね合わせようと試みて
いる点で、方法論的側面においてもカントからの
影響を看取できる。そして、もうひとつの対であ
る〈真／理に適った〉が登場してくるのは、まさ
しくこうした正当化において問題となる道徳判断
の評価をめぐってなのである。

　それでは、〈真／理に適った〉の対について。
のちにみていくように、政治的リベラリズムに繋
がっていくのは主としてこの意味でのreasonable
だとおもわれる。さて、合理性と道理性が構成主
義の材料として入口におかれるものであるとすれ
ば、これらは、構成のプロセスの出口において導
出された原理にたいして用いられる評価言明であ
り、命題の是非を問うものにほかならない。伝統
的には、そうした判断は〈真／偽〉という述語に
よって行なわれてきた。だが、構成主義において
は〈理に適った／理に適っていない〉という基準
を用いることが望ましいと述べられている。
　その理由は、ここでロールズが仮想敵として考
えている立場、すなわち道徳原理を〈真／偽〉に
よって捉えようとする理性的直観主義（rational 
intuitionism）との違いを理解することによって
明らかとなる。理性的直観主義は、道徳にかんす
る第一原理を（例外はあるが）非道徳的なものに
還元不可能なものとし、また、そうした原理はそ
れ自体において成立している自明なものだと考え
る。それゆえ、妥当性をもつ道徳原理は事物の本
性（nature of things）のうちに存する。すなわ
ち、理性的直観主義は、妥当な道徳原理がわれわ
れによる構成のプロセスから独立に、それに先
だって存在することを強調しているのである。そ
れは一種の道徳的プラトニズムにほかならない。
ここでは、妥当性をもつ道徳原理とは、それにつ
いてわれわれが推論したり構成したりするもので
はなく、一種の卓越的な能力とされる理性的直観
によって端的に把握さるべき対象なのである。
ロールズは、理性的直観主義者として、プラト
ン、ライプニッツをはじめとして、クラーク、プ
ライス、シジウィック、ムーア、ロスの名前をあ
げている（CP 1980: 343-344）。
　理性的直観主義によるなら、道徳原理にたいす
る評価言明は「真」でしかありえない。なぜなら
ば、この場合の評価基準は、問題となっているあ
る道徳原理が所与の真理と一致しているか否かと
いう一点に集約されるからである。それにたいし
て、構成主義が要求するのは、われわれがもつ
様々なレベルの道徳判断が反省的均衡において導
出された原理と整合することにほかならない。正
当化をめぐる周知の分類を用いるならば、理性的
直観主義は基礎づけ主義、構成主義はホーリズム
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にそれぞれ対応するといえるだろう。「カント的
構成主義と理性的直観主義との様々な対比を念頭
におくならば、構成主義においては、第一原理群
が真（偽）であるとするのではなく、理に適って
いる（理に適っていない）とすると述べた方が望
ましいとおもわれる」（CP 1980: 355）。このよう
に、〈理に適った／真〉という対比の背後には構
成主義と理性的直観主義との対比がある。そし
て、理に適ったという評価言明を用いようとする
のは、われわれによる構成のプロセスがもつ社会
的なコミュニケーションの次元を強調するためな
のである。
　もちろん、道徳理論としてのカント的構成主義
には様々な批判がよせられてきた。たとえば、構
成主義においてカント的な人格の理念のもつウェ
イトは過度に強調されているようにおもわれるか
もしれない。また、理に適ったという評価言明を
使用することは道徳理論の客観性を低減させるこ
とに繋がるのではないか、という疑問もあるだろ
う。たとえば、移行期のロールズに注目したD・
ブリンクはこうした点を批判して、人格の理念の
重要性を認めつつも、道徳理論はそのほかの道徳
的信念や実証的な知見をも踏まえたうえで総合的
に検証・正当化されるべきだと述べている ９。構
成主義を道徳理論上の方法論として捉えるなら
ば、様々なレベルにおける命題や原理、ならびに
それらの導出のプロセスの調和を試みる反省的均
衡というロールズの基本的方法からしても、ブリ
ンクの主張には一理あるとおもわれる。
　しかし、包括的教説の回避という後期ロールズ
の主張を踏まえつつもあえてカント的構成主義に
遡行したブリンクの意図とは正反対に、こののち
のロールズは、人格の理念へのコミットは維持し
つつも、問題設定をさらに限定する途を選択す
る。そもそも「政治哲学におけるカント的構成主
義」と題すべきだったとのちに述べ直しているこ
とからも窺えるように、カント的構成主義は、純
粋な道徳理論としては考えられていなかった

（CP 1985: 389. n2）。カント的構成主義は、いう
ならば、時系列的に『正義論』と『政治的リベラ
リズム』の中間に位置するのみならず、内容的に
もロールズの道徳理論と政治哲学を媒介するもの
にほかならない10。それを裏づけるように、この
論文においてはじめて、政治哲学という言葉、な

らびに考察の出発点として用いられる人格や社会
の理念が公共的政治文化に潜在していることが述
べられるようになる（CP 1980: 305）。いいかえ
れば、政治的リベラリズムの特徴として論じられ
ることが多い歴史的文脈への依拠はすでにこの時
期において出現している。カント的な人格と社会
の理念を歴史的文脈に探るというのは、ある意味
では、カント的理念を反カント的な仕方で求める
ことだともいえるかもしれない。
　こうして、道徳理論から政治哲学へ、あるいは
カント的な包括的教説から政治的リベラリズムへ
の問題意識の移行にともなって、「理に適った」
がもつコミュニケーションに依拠した柔軟性をも
つ正当化の側面はさらに強調されていくことにな
る。政治的リベラリズムへの展開を論じるために
は次節での考察を俟たねばならないが、ここでは
必要な限りで議論を先回りして、後期ロールズに
おいてこの意味での「理に適った」がもつ重要性
を確認しておきたい。政治的リベラリズムにおい
ては、カント的構成主義は政治的構成主義として
再定式化されるが、そこではますますこの「理に
適った」の役割は強調されるようになる。「〈理に
適ったもの〉のうちにとどまる利点は、真なる包
括的教説がひとつしか存在しえないのにたいし、
確認してきたように、理に適った包括的教説は多
数が存在しえるということにある。……立憲体制
にむけられた公共的正当化の基盤の一部として
は、道徳的真実という観念よりも理に適ったとい
う観念のほうがより適合的である」（PL: 129）。
　ただし、ここで興味深いのは、妥当する教説の
数という観点から見たとき、両者が反転するとい
うことである。つまり、様々な理に適った包括的
教説とそれらによって各々異なった仕方によって
是認されうる（単一の）政治的構想からなる重な
り合うコンセンサスが成立している状況下におい
ては、「理に適った」という言明は妥当範域にお
いては柔軟な余地を残しつつも単一の政治的構想
を指示するのにたいして、「真」という言明は妥
当範域においては厳格な基準を要求しつつも様々
な包括的教説の数に比して複数化する。「理に
適った」がもつこの〈妥当範域において多・対象
指示において一〉という特徴は、のちにみるよう
に、重なり合うコンセンサスにおいて重要な役割
を果たしていると考えられる。
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三　�政治的構想と包括的教説の分離�
――ホッブズ講義（一九八三年）

　さて、前節で確認した「真」にたいする「理に
適った」という評価言明が、政治的リベラリズム
において重要な役割を果たしていることは間違い
ないと思われる。カントからの影響がもっとも顕
著でありそれゆえ後期ロールズとの距離が強調さ
れてきた「カント的構成主義」論文において、政
治的リベラリズムを導く重要な契機が伏在してい
たことは強調に値するだろう。しかし、政治的リ
ベラリズムへの変化を論じきるにはまだ不充分で
ある。従来のロールズ解釈を悩ませてきた問題、
すなわち政治的構想と包括的教説の分節化が「公
正としての正義」論文（一九八五年）において唐
突に登場するという問題は依然として残されてい
る（CP 1985: 388）。
　この問題をどう考えるべきだろうか。八〇年代
前半に政治的リベラリズムへの展開を画す発展が
あったことは疑いえない。ただし、一九八二年の
論文「社会統合と基本財」の中心的テーマは、基
本財が規範的な市民の構想に基づくというカント
的構成主義の主張を引継いだものとなっている

（CP 1982: 365-368）。それゆえ、移行期のロール
ズの論考の変遷を辿った代表的な先行研究におい
て、C・クカサスとP・ペティットは八二年以降
を政治的リベラリズムへの分岐点とみなしてい
る。ペティットたちは「カント的構成主義」論文
のなかにすでに文脈主義的要素がみられることを
正当にも認めており 11、『正義論』と『政治的リ
ベラリズム』の断絶性を過度に強調する主張から
は距離をとっているものの、最終的には転回が
あったという立場にたっている。「こうしてロー
ルズは、カントを――あるいは少なくとも自分の
企てに対するカント的解釈を――捨てる結果にな
るのである」12。転回ではなく展開が起こったと
するわれわれの立場には、この時期のロールズの
思想を解釈する作業が課せられる。では、この失
われた輪を考察する手がかりはどこにあるのだろ
うか。
　ここで興味深いテキストとして登場するのが、
一九八三年という政治的リベラリズムへの移行期

のまさしく只中における講義がベースとなってい
る『政治哲学史講義』、とりわけホッブズ講義で
ある13。なぜならば、のちの論考に先立って、こ
の講義において政治的構想と包括的教説の分節化
が萌芽的な形態で提示されているからにほかなら
ない。管見では、ロールズがはじめて「政治的構
想」という用語を明白に用いるのはホッブズ講義
においてである14。冒頭のロールズ自身による引
用が示していたように、政治的リベラリズムには
ホッブズ的側面がみられることが指摘されていた
が15、『政治哲学史講義』の公刊によってその痕
跡をより詳しく辿ることが可能となった。これか
ら見ていくように、ホッブズ解釈にあたってロー
ルズが示す、政治的構想と包括的教説の分節化、
ならびに両者の関係についての独自の捉え方は、
政治的リベラリズムにおいてきわめて重要な役割
を果たすことになる。以下では、ロールズのホッ
ブズ解釈の是非ではなく、あくまでも政治的リベ
ラリズムへの変化を探るという観点から、ホッブ
ズ講義を読み込んでゆきたい。ロールズがホッブ
ズのなかに看取していた暫定協定的リベラリズム
の原型を探ることに焦点があわせられる。
　ホッブズ講義は前四回からなる講義であるが、
ここで注目したいのはその前半部である。考察の
対象とされるのは『リヴァイアサン』にほぼ限定
されている。第一講義「ホッブズの世俗的モラリ
ズムとその社会契約の役割」の冒頭において、
ロールズは、ホッブズ、そしてホッブズにたいす
る反発とともに近代の政治哲学・道徳哲学が始
まったとみなすことが有意義だと考えているが、
興味深いのは、その代表的な反発をキリスト教正
統派と功利主義という対照的な両陣営によるもの
だとしていることである（LHPP: 24-26）。ここ
で、正統派サイドに親和的な道徳哲学者としてカ
ドワース、クラーク、バトラーの名前が挙げられ
ていることからも窺えるように、ロールズはホッ
ブズを理性的直観主義と功利主義とに対峙した思
想家として位置づけている。前節で確認した内容
からすれば、これはロールズ自身の立場にほかな
らない。おそらくロールズはホッブズのなかに偉
大な先駆者の姿をみているのである。かかる位置
づけからも窺えるように、ロールズの解釈は『リ
ヴァイアサン』というテキストに則しつつ行われ
るが、ホッブズ思想の忠実な再構成を試みるもの
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ではなく、かなりの程度かれ自身の問題関心から
読み込まれるものとなっている。
　まずロールズは、ホッブズ的な「社会契約」や

「自然状態」の構想を当時のイギリスの社会的・
宗教的文脈から独立させて用いることにも意義が
あることを強調するために、「ホッブズの世俗的
道徳体系」（Hobbes’s Secular Moral System）の
独立性という議論を提出している。これは、ホッ
ブズが展開している世俗的部分にかんする論拠、
すなわち政治的・道徳的体系についての議論は、
宗教的・神学的背景、あるいは唯物論・機械論か
ら独立させても了解可能だという主張である。

「この世俗的な政治的・道徳的体系は、正統派の
神学的背景を脇に避けてみたとしても、その観念
の構造ならびに原理の内容にかんしてならば充分
に了解可能なのだ」（LHPP: 26）。とくにロール
ズが強調するのは、宗教的・神学的背景の方との
独立性の側面である。
　しかも、これはたんに政治的構想と宗教的背景
が分離可能だと主張するにとどまらない。ロール
ズが注目するのは、生命の破壊を禁じる戒律、す
なわちホッブズのいう自然法の性質についての解
釈である。ホッブズは自然法について考察を行
なった部門の結尾で次のように述べていた。「こ
れらの理性の指示（dictates of reason）を、人び
とは法という名でよぶのがつねであるが、適切で
はない。なぜなら、それは、何がかれら自身の保
存と防衛に役だつかについての、諸結論または諸
定理であり、それに対して法とは、適切にいえ
ば、権利によって他の人びとを支配するものの、
ことばなのだからである。しかし、それでも、も
しわれわれが、おなじ諸定理を、権利によってす
べてのものを支配する神のことばのなかにのべら
れたものとして考察するならば、そのばあいに
は、 それは法とよばれるのが適切である」16。
ロールズはこの文章を次のように解釈する。

「だが、決定的に重要な点は次のことである。
つ ま り、こ う し た 理 性 の 指 示 を 神 の 法

（Laws of God）だと考えたとしてもその内
容――われわれにかく振舞うよう命令する事
柄――はいささかも変化しない。すなわち、
理性の指示は、前に述べられたようなわれわ
れがすべき事柄について全く同一のものを依

然として述べている」（LHPP: 27-28）

　ロールズの強調点は、理性の指示の内容を、生
命の破壊を禁じる世俗的主張である自然法として
考えたとしても、宗教的な神の法だと考えたとし
ても変化しないというところにある。「様々な神
学的想定は、理性の指示にたいして神による制裁
をつけ加えることによって、この世俗的体系の説
得力を高めるかもしれない。またそうした想定に
よって、われわれは世俗的体系をいささか異なっ
た仕方で記述することができ、それゆえ、理性の
指示を「法」とよぶことが可能になるのかもしれ
ない。しかし、神学的想定は、諸概念の基本的構
造や諸原理の内容、ならびにそれらがわれわれに
要求する事柄を変えはしない」（LHPP: 29）。宗
教的背景は政治的構想に接合可能でもあって、適
切なものであればむしろ後者の説得力を増加させ
る。こうして示された世俗的な政治的・道徳体系
の自律性は唯物主義と機械論にたいしても主張
され、かかる哲学的議論が他の著作を含むホッ
ブズの思想の体系のなかで果たしている役割の
重要性を認めつつも、ロールズはホッブズの世
俗的道徳体系が本質的に自足的（essentially self-
contained）であると結論を下している。
　率直にいって、世俗的道徳体系の、宗教的・神
学的背景と機械論的哲学、双方からの独立性と自
立性を主張するこのホッブズ解釈は、かなり独自
であり論争的なものだとおもわれる17。だが、わ
れわれの関心はロールズの解釈の是非ではなく、
この解釈がいかに政治的リベラリズムへの展開を
導いたかに向けられている。実際、ここで示され
ていた世俗的な政治的・道徳的体系と宗教的・神
学的背景との〈分離・ 接合可能性テーゼ〉 は、
ホッブズ講義にとどまらず、これ以降のロールズ
の理論において大きな役割を果たしていると考え
られる18。
　以上の議論を前置きとして、第二講義「人間本
性と自然状態」では、題目から明らかなように

『リヴァイアサン』のもっとも有名なテーマが論
じられる。ここでロールズが考察するのは、ホッ
ブズが考えるような自然状態は戦争状態に帰着せ
ざるをえないというテーゼである。このテーゼを
導くのは人間本性についてのホッブズ的な構想
であるが、ロールズによれば、ホッブズはその
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際、人々をあるがままにとりあげた場合（taking 
people as they are）、自然状態はどのようなもの
になるのかを考察しているのだとされる（LHPP: 
42）。では、ホッブズが考えたとされるあるがま
まの人間本性とはどのようなものか。かれが想定
していたのは、個人差はあるにしても隔絶した能
力差をもたず、稀少な資源をもとめて争わざるを
えず、そして大部分は自己中心的な人々にほかな
らない。ただし、最後の点には注意が必要であ
る。なぜならば、ホッブズは一方で人々が自己利
益を超えた慈愛や愛着の能力をもつことを否定し
ておらず、他方で自己利益を度外視した非合理
的な情念に囚われ生命よりも名誉の死を選ぶ可
能性をも認めていたとされるからである（LHPP: 
51）。
　それではなぜ、ホッブズは人々が自己保存以外
の目的をもちうること、また制度や慣習による規
律や陶冶の可能性を認めつつも、その人間本性論
において、自己保存をもっとも強固な欲求である
とみなすことに固執しつづけたのだろうか。ロー
ルズによれば、それは、ホッブズが社会統合の基
盤となりうる基礎的諸利益という問題を考えてい
たからにほかならない。「ホッブズの要点は、社
会統合の基盤、あるいは市民社会の説明において
は、慈愛のような人間の能力に依拠すべきではな
い、というものだ」「ホッブズが政治理論におい
てわれわれの自己保存に割当てている重要性は、
かれのいう意味での、特定の諸権利がなぜ譲渡不
可能なのかを説明するために用いられている」

（LHPP: 46,47）。つまり、最低限度の社会秩序が
成立するために求められる、われわれすべてが共
有している利害こそが問題となっているとされる
のだ。そして、この問題を説明する文脈におい
て、ロールズは政治的構想という言葉を用いてい
るのである。

「その政治的構想において、ホッブズは非常
に基礎的な事柄を強調しようとしている。か
れは、人々が多用な種類の利害――宗教的利
害、政治的利害、そしてホッブズの考えでは
結局のところプライドと自惚れと支配への愛
着にもとづく利害――に訴えかける時代に自
分が生きていることを認識していたので、万
人に共通する一群の利害を導入しようと試み

ている。つまり、われわれは宗教的・政治的
見解の観点からすれば非常に異なっており、
その他にも自分たちにとっては非常に重要な
様々な利害をもっているのかもしれない。だ
がわれわれは、それにもかかわらず、自己保
存、夫婦生活、好ましい生活のための手段に
ついて根本的利害を共有している」（LHPP: 
48）

　このようにして、ホッブズは、各人の主観的コ
ミットメントの相違にもかかわらず共有される根
本的利害を政治的構想として提出したのではない
か――。ロールズはそう考えるのである。「ここ
で提示された解釈からすれば、ホッブズの世俗的
道徳体系は、政治的教説（political doctrine）と
して意図されている。政治的教説であるからに
は、人間生活の特定側面を強調することは適切な
ことである」（LHPP: 51）。政治的教説という表
現は、判断が難しいが、文意からしてここでは政
治的構想と同義に用いられていると解する。そう
だとすれば、世俗的道徳体系と宗教的・神学的背
景との分離という形で、政治的構想と包括的教説
との分節化という政治的リベラリズムの基本形態
がここで萌芽的に示されていると考えられる。
もっとも、ホッブズは合理性のみに準拠すること
を固持したため、この合意は暫定協定にとどまら
ざるをえないとされるのであるが。
　もちろん、このようにしてホッブズを読み込む
ことがどの程度可能なのか、あるいは正当なのか
については、ホッブズ研究史上で争われてきたこ
とであり、われわれにはここで評価を下すことは
できない。ただし、ロールズが読み込んだ問題意
識がホッブズ思想のすくなくともある側面を捉え
ていることを示すために、ここではR・タックに
よる一解釈を簡単に示しておきたい19。
　タックによれば、モンテーニュからホッブズに
いたる初期近代の代表的思想家は、宗教的対立に
よって引き起こされた苛烈な内戦に示される著し
い懐疑主義の時代を生きていた。それゆえ、かれ
らの問題意識はこの情況下において最低限度の平
和と秩序を成立させることに不可避的に向けられ
ることになる。その代表例はグロティウスであ
り、かれは、著しい懐疑主義という状況にもかか
わらず、人々はいわれなき攻撃にたいする自衛の
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権利を共通して有しているとした。だが、グロ
ティウスが人々の社会性の能力を依然として前提
していたのにたいして、ホッブズはそれすら排し
て徹底的に自己利益のみに議論を準拠させること
によって、社会統合の方策としての暫定協定をい
わば純粋な形態において析出したのである。ま
た、ホッブズの思想形成においても、『リヴァイ
アサン』ではそれに先立つ著作に比して、世俗的
価値の宗教的背景からの独立性という主張がより
前面に出てくるとされる。タックによれば、ホッ
ブズをはじめとする偉大な思想家の知的源泉の
ひとつはストア主義にあったとされるが、かれ
らはそれを、認識論に代表される哲学的側面よ
りも実践的側面において受容したのだとされる。
こうしてみると、形而上学的ではなく政治的な

（political not metaphysical）正義の構想を明示的
に提示するにいたった「公正としての正義」論文
はタックが叙述してきた問題意識と重なるところ
が多く、実際、政治的構想と包括的教説の分離と
いう議論はホッブズ講義の直接の産物といってよ
いであろう。
　しかし、最小限の共約可能な価値としての自己
利益のみを基盤とする暫定協定、という政治的リ
ベラリズムにも繋がる問題設定は、この時点では
これ以上深められてはいかない。ホッブズ講義の
後半部は、こうした合理性のみをベースとする
ホッブズ的構想にたいして、もうひとつの重要な
道徳能力である道理性をベースとするカント的構
想を対立させ後者の優位性を説くという『正義
論』以来の問題関心に規定されている（LHPP: 
64-66）。ホッブズ講義においては、政治的構想と
包括的教説の分節化、ならびにすべての人々が前
者の領域のみを共有することによる暫定協定の成
立、という点に注意が払われつつも、政治的リベ
ラリズムへの展開は充分に果たされることがな
かった。
　では、暫定協定が成立した事態を、もうひとつ
のreasonableの観念、すなわち「真」に対立する

「理に適った」によって捉えるとすればどうか。
つまり、問題の焦点を、政治的構想自体がいかな
る性質をもっているのかという側面に合わせると
いう途もロールズには残されていたはずである。
実際、重なり合うコンセンサスの観念が可能にな
るのはこちらのreasonableの観念を適用すること

によると明言されている。「理に適ったという観
念は、真という概念がなしえない仕方で、様々な
理に適った教説からなる重なり合うコンセンサス
を可能にするというのが、ここでの考えのひとつ
である」（PL: 94）。
　次節では、以上で確認してきた移行期のロール
ズのうちに看取されるカント的要素とホッブズ的
要素、あるいは構成主義と暫定協定がいかに結合
して重なり合うコンセンサスの観念が成立するの
か、またその結果、いかなる理論的帰結がもたら
されたのかを考察する。

四　�重なり合うコンセンサスの成立と�
その諸帰結

　われわれはこうして冒頭で引用した重なり合う
コンセンサスの議論に戻ってきたことになる。確
認しておけば、それは、カント、ミル的な包括的
な道徳的教説とホッブズ的な暫定協定とのあいだ
を進むものとされていた。それでは、両者はいか
にして結びつくのだろうか。重なり合うコンセン
サスの成立史として、ロールズは以下の議論を展
開している。
　出発点とされるのは、『リヴァイアサン』にお
いて見出された自己利益を基盤とする暫定協定で
ある。「ホッブズはこの形態の心理的エゴイズム
が真であるとは考えていなかった。しかし、自分
の目的にとっては、これが充分適切なものだと
ホッブズは考えていたのである」。だが、今日の
世界はそこから隔たった境涯にある。「われわれ
は三世紀におよぶ民主的思想と発展を遂げてきた
憲法による慣行の受益者である。つまりわれわれ
は、現存する政治的諸制度のうちに実現された民
主的理念と価値とにたいして、公共的理解をもつ
のみならず、忠誠をも有していると想定すること
ができる。そしてこのことが、正義の政治的構想
に基づく重なり合うコンセンサスの観念を精緻化
する途を拓くのだ」（CP 1987: 422）。
　つまり、いまやわれわれはたんに合理的である
のみならず道理的でもあると想定できるがゆえ
に、暫定協定を超えた重なり合うコンセンサスが
成立可能とされるのである。これは、カント的な
人格の理念が使用可能だという想定を意味する
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が、その根拠は究極的には歴史的文脈に基づく。
ただし、ロールズはこうしてホッブズをカント的
視点によって見ると同時に、カントをホッブズ的
視点によって読み込んでいる。おそらく、ここで
ロールズは、カント的な包括的教説に基づいてい
た『正義論』に〈分離・接合可能性テーゼ〉を自
己適用することによって、そこで使用していた人
格や社会についての理念をその実質的内容をほと
んど変化させないままに析出し、政治的構想とし
て再定式化したのだと考えられる。そして、〈分
離・接合可能性テーゼ〉の仮定からして、この政
治的構想は、カントやミルの道徳的教説を信じる
人々のみならず、理に適った宗教的信仰をもつ
人々や、そもそも確固とした包括的教説をもたな
い人々によっても是認される内実をもつことにな
るはずである（PL: 145）。こうして、カント的視
点とホッブズ的視点が交錯することによって成立
する政治的リベラリズムにおいては、『正義論』
で用いられていた中心的理念は政治的構想として
引継がれるものの、論争的な哲学的主張はコンセ
ンサスの焦点から外され様々な包括的教説のひと
つとして位置づけ直される。合意の対象はあくま
でも政治的構想に限定される。そもそも、こうし
たホッブズ的観点に立ってはじめて、当初はまっ
たく相容れない教説間に結ばれた暫定協定が、立
憲的コンセンサスを経て、重なり合うコンセンサ
スに至るという理念的成立史を叙述することも可
能になるのである（PL: 158-168）。
　こうした想定はどのような理論的帰結をもたら
すだろうか。もっとも明白な点は、社会には究極
的には相容れない多様な価値観が成立していると
いう、新たな理論的出発点が要請されることにほ
かならない。ロールズの思想はある種の体系を成
しているともいえるが、それは基礎からの一方向
的な演繹によるのではなく、まさしく反省的均衡
を体現しており、直観と理論と原理との絶えざる
フィード・バックによって穏やかにしかしはっき
りと形態を変えていく。もちろん、その場合でも
どこかに端緒が求められざるをえない。必要とさ
れるのは暫定的な出発点である。ロールズはそれ
を、公正な協働のシステムとしての社会、ならび
にその構成要素である秩序だった社会と必要最小
限の道徳的能力をもった市民の観念に一貫して求
めていた。

　確認してきたように、政治的リベラリズムへの
移行期の諸考察をつうじて、ロールズは、こうし
た観念が公共的政治文化に潜在していることを強
調するようになっていく。それとならんで、ホッ
ブズ解釈をつうじて政治的構想と包括的教説の分
節化を重要な区別として想定するようになったこ
の時期以降のロールズは、いまや社会には、理
に適ってはいるが必ずしも相容れることのない
共約不可能な善の構想が多数存在するという意
味での多元性もまた事実として認めるにいたる。
つまり、「理に適った多元性の事実」（the fact of 
reasonable pluralism）という表現が用いられる
ことで、多元性は理論によって導かれる帰結では
なく、むしろ理論の暫定的な出発点のひとつとし
て想定されるようになる20。こうして、理に適っ
た多元性が成立しているという主張は、包括的教
説に基づく論争的主張ではなく、端的な事実とさ
れるのである（PL: 387. n20）。
　この理に適った多元性の事実という想定は、

『正義論』で用いられていた正義の情況の議論を
改訂することを要求するだろう（TJ: 126/109 
rev.）。財の穏当な稀少性とよく組織された社会
的協働によってそこから利益をえる様々な可能性
があるという想定は変わっていない。だが、善の
構想の多様性をあくまでも単一のリベラルな包括
的教説内部においてしか認めていなかったかつて
の見解は改められ、そうした包括的教説自体が多
数存在しつづけるだろうこと、そして、この事実
をリベラルなそれを含む特定の包括的教説によっ
て解消することは国家権力の抑圧的行使に帰着せ
ざるをえないことが、新たに認められるにいた
る。ロールズによれば、これらはいまや共通の境
涯（common predicament） に ほ か な ら な い。

「こうした様々な条件と想定のすべてが政治的正
義の情況（circumstances of political justice）を
性格づけているのである」（CP 1987: 445）。
　ところで、正義が必要かつ可能となる諸条件の
想定から正義の理論がもつべき性質を導こうとす
る試みは、ロールズも述べているようにヒューム
に遡るものであり、 かの H・L・A・ ハートも
ホッブズとヒュームから着想を得て、自然法の最
小限の内容に代表されるかれなりの正義の構想を
導き出している。ヒュームとホッブズからともに
着想を得ているという点ではハートの議論と同様
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であるが、政治的正義の情況においては、ホッブ
ズ的要素はたんなる暫定協定に尽きるものではな
く理に適った多元性の事実という規範的な性格付
けを与えられたうえで理論に組み入れられてい
る 21。ここでロールズの念頭にあったのは、若き
日のオックスフォードでの在外研究において、
ハート、S・ハンプシャーとならんで強い影響を
受けたと回顧している、I・バーリンの価値多元
論であったのかもしれない 22。そうだとすれば、
重なり合うコンセンサスという考え方は、ハート
やバーリンが切り拓いたような新たなる社会的境
涯から出発した正義の理論だといえるだろう。
　こうして、政治的リベラリズムにおいては、理
に適った多元性の事実から政治的正義の情況とい
う問題設定がなされ、そこから重なり合うコンセ
ンサスが導かれる。そして、重なり合うコンセン
サスにおいて様々な理に適った包括的教説の焦点
として機能するとされるのは「理に適ったリベラ
ルな構想」（PL: 171）であるが、もちろんこの場
合の reasonable は、真と対にされた「理に適っ
た」にほかならない。この意味での理に適ったと
いう評価言明がもつ〈妥当範域において多・対象
指示において一〉という性質こそが、政治的構想
を重なり合うコンセンサスのモジュールとして妥
当することを可能にする（PL: 144-145）。
　合理的にたいする道理的がそうであるように、
真と理に適ったとは相互に反対概念をなすが、必
ずしも矛盾概念ではない。〈分離・ 接合可能性
テーゼ〉に導かれることによって、理に適った政
治的構想と真である様々な包括的教説は合致

（congruent）することになる。重なり合うコン
センサスにおいては、宗教や哲学に代表される包
括的教説はたんに政治的構想から分離されるだけ
ではない。このテーゼによるなら、理に適ったも
のであるならば、包括的教説を導入しても政治的
構想の内容は変化せず、むしろコミットの度合い
を高めるのであった。それゆえ、人びとは焦点と
しての政治的構想を同時に道徳的構想としても是
認することができ、同意が暫定協定にとどまらな
い安定性を享受するのである 23。
　もちろん、政治的リベラリズムにおいては、政
治的構想とみずからの包括的教説とをいかに接合
するかは個々人に委ねられる。そのなかには世俗
的なものも含まれる。それゆえ、政治的構想に向

けられる各々の包括的教説からの理由づけが異な
るという事態は、容認されるべき事柄というより
も、むしろ理論必然的に導かれる定理なのであ
る。かくして、理に適った多元性の事実から出発
した政治的リベラリズムは再帰的な円環を描くこ
とになる。それは、ある意味では、理に適った多
元性の事実という字義通りの論点先取（petitio 
principii）、すなわち起点の仮定から出発する理
論にほかならない。
　では、こうした理に適った多元性の事実と重な
り合うコンセンサスとの再帰的なカップリングを
主張する政治的リベラリズムは、いかなる特徴を
もつことになるのだろうか。ここでは次の点に注
目したい。「合理性と道理性を適切にモデル化し
た手続きによって、理に適った原理が導かれる」
というのが構成主義の基本的着想であった。さ
て、構成主義は、その入力面、すなわち合理的か
つ道理的な人格の観念からみられるか、それとも
出力面、つまり理に適った原理からみられるか
で、異なったニュアンスをもってくるとおもわれ
る。構成主義は狭義にとるならば理念の入力に
よって原理を導くという演繹のプロセスである
が、その導出された原理が理に適ったものである
のかどうかを判断するのはわれわれであり、広義
にとるならばそうした判断をも含む様々な整合化
を要求する帰納のプロセスをも含む（反省的均
衡）。そうだとすれば、『正義論』は構成の演繹的
側面に、『政治的リベラリズム』は帰納的側面に、
それぞれ中心的関心をよせているといえるかもし
れない。
　つまり、本稿で用いた言葉でいえば、二つの
reasonableの位置関係が逆転しているのではない
か、ということである。ラフな見解を述べるな
ら、『正義論』は道理性という価値付加的な理念
によって理に適った原理を導出しようとする側面
が強く、『政治的リベラリズム』は理に適った原
理に同意しているならばそうした人々は道理性を
もっていることを示そうとする側面が強い。道理
性の理念から理に適った原理を導こうとする議論
が規範性を一層高めようとする方向性を指し示す
のにたいし、理に適った原理への同意から道理性
の保持を示そうとする議論ではむしろ現状肯定に
関心が向けられている。政治的リベラリズムにお
いて、原初状態についての議論が後景に引き、実
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際の人々による理に適った原理や構想についての
合意が問題となる、重なり合うコンセンサスと公
共的理性についての議論が前面にでてくるのは、
こうした問題関心、ならびに二つのreasonableの
関係についての発想の転換があるのかもしれな
い。この変化の主要な理由は、理に適った多元性
の事実という新たな理論的出発点が想定されたこ
とだと考えられる。ロールズは、政治的リベラリ
ズムの歴史的起源とされる宗教的寛容や信仰の自
由が慣行によって育まれてきた来歴を強調してい
るが、理論のコンストラクションがコンヴェン
ションの適切な把握と切り離しえないことを一層
真剣に受けとめるようになったとおもわれる

（PL: xxvii）。
　ただし、構成のプロセスをいわば転倒させた視
点からみる、こうした政治的リベラリズム的な問
題関心は悪しき意味での現状肯定にとどまらない
可能性をもっている。それを確認するためにも以
下のような補足が必要となる。「道理性をもつ
人々は理に適った原理に合意する」という政治的
リベラリズムの基本的命題の論理的対偶は、「理
に適った原理に合意するならばそのひとは道理性
をもつ」ではなくて、「理に適った原理に合意し
ないならばそのひとは道理性をもたない」にほか
ならない。この命題は一見、道理的でないとされ
る人々を排除するようにみえるが（実際そうした
側面は多分にあるのだが）、そうではなく、「道理
性をもたない（と、 ある時点ではみなされる）
人々も理に適った原理に合意しうる」という意味
において捉えられるべきなのである。そして、か
かる事態の発生は道理性の性質についての再記述
を要請するだろう。反省的均衡においては永遠不
易の基礎は存在しない。もちろんこれは困難な仕
事である。reasonableを広く捉えすぎれば批判的
規範性が失われてしまうし、狭く捉えすぎれば
様々な包括的教説を抱く多くの人々を不当に排除
してしまう。しかし、いま示した解釈によるな
ら、論理的にはロールズ的な立論はこうした難問
に対処しうる可能性をもっている。批判的規範性
の担保と適切な現状肯定という異なった方向を示
す規範理論に課せられる重要な要請は、二つの
reasonableが反照しあうことによってともに不断
の分節化のプロセスに入るのである。
　以上、重なり合うコンセンサスの観念、そして

政治的リベラリズムがいかにして成立してきたの
かを、われわれはロールズ内在的に再構成してき
た。かかる作業から明らかとなってくるのは、
ロールズが自明視しており端的な事実として想定
している様々な仮定、そしてそれらを用いた正当
化のプロセスが論争的なものではないかという疑
問である。政治的リベラリズムによせられてきた
多くの批判も、こうした仮定を通して考察するこ
とでより明瞭なものとなるだろう。私見では、今
日の規範的政治理論において、リベラルな諸価値
に一定の評価をあたえること、ならびに社会にお
いて多元的な価値観が成立していることの承認に
ついては、大まかな了解が成り立っているように
おもわれる。以下では、こうしたものを除く二つ
の論点に議論を集中させたい。
　まずあげられるのは、「真」と「理に適った」
の使い分けである。もちろん構成主義で用いられ
る「理に適った」は強い懐疑論を意味するもので
はなかった。ロールズが妥当性への要求を全面的
に放棄したという評価は性急に過ぎるだろう。し
かし、それでもやはり、二つの評価言明を使い分
け、しかも「真」を包括的教説についての評価に
割当てようとする姿勢には異論が提起されるかも
しれない。代表的な異論はJ・ハーバーマスによ
るものである 24。ここで問題となっているのは、
規範的政治理論を立てる場合、それをいかなる評
価言明に準拠する言説として構成するべきか、そ
して、宗教に代表される包括的教説をどの程度ま
で一般的に語るべきか、あるいはそもそも語りう
るのかという難問である。これはT・ネーゲルに
よって認識論的制約（epistemological restraint）
の問題として定式化され、依然として結論が出さ
れていない25。また、この使い分けを認め政治的
リベラリズムの立場をとるにしても、〈分離・接
合可能性テーゼ〉はそれ以上に強い論争的な主張
であり、より慎重な態度が必要だとおもわれる。
　もうひとつあげられるのは、歴史にたいする依
拠の強まりである。この側面は、カント的ではな
くヘーゲル的な解釈学的側面の増大として論じら
れてきた。ただし、ヘーゲル的な立論の仕方が保
守的なものにとどまるのかそれを超える可能性を
有しているのかについての論争を措くとしても、
歴史的文脈への依拠を全面的に否定することは難
しいだろう。むしろ問題なのは、歴史的文脈への
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依拠そのものではなく、ロールズが国家単位での
分割を前提とした単線的な歴史的来歴を念頭にお
いていることに求められるかもしれない。実際、
O・オニールはこの点にカントとロールズの構成
主義の相違を看取している26。彼女によれば、カ
ントがよりラディカルな構成主義の可能性を示し
ているのにたいして、ロールズは構成主義におい
て歴史的に形成されてきた人格や社会の理念を所
与とし、しかもその際、暗黙裡に境界線で区切ら
れた国家を前提としている。これはロールズの国
際正義論への評価に繋がっていく論点といえるだ
ろう。
　政治的リベラリズムの保守性はしばしば指摘さ
れるが、ただいまみてきた妥当性要求の減少、国
民国家を念頭においた歴史的文脈への依拠という
のは、そのなかでも代表的な批判だと考えられ
る。こうした論争についての仔細な評価・検討に
ついて今回は措くとするが、裏からいえば、ロー
ルズの強調点は、正義に適った諸国家からなる国
際社会が可能であり、現実でも一定程度はすでに
成立していることに向けられていることになるは
ずである。実際、展開をとげたロールズはいまや
次のように述べる。「多元性の事実に直面した民
主的伝統をもつ社会における重なり合うコンセン
サスの可能性を開示することにおいて、カントが
哲学一般にあたえた役割を政治哲学は引き受ける
ことになる。すなわちそれは、理性的信仰の擁護

（defence of reasonable faith）にほかならない。
われわれのケースにおいては、これは、正義に
適った立憲体制が現実に存立可能だということへ
の 理 に 適 っ た 信 仰 の 擁 護 と な る」（CP 1987: 
448）。そして、この着想は、これ以降にも現実主
義的ユートピアの可能性の擁護という形で継続さ
れていくのである。政治的リベラリズムへの展開
は、このようにして、ロールズの社会観にも影響
を与えたのだと考えられる。

五　結論

　ここまでの議論をまとめておく。まずわれわれ
は、論争的になっている政治的リベラリズムへの
移行を、転回ではなく展開として捉えようとし

た。これは、転回という解釈を全面的には支持で
きないテキスト上の裏づけがあること、ならびに
そうした解釈をとると政治的リベラリズムへの正
当な評価・批判がなされがたくなるのではない
か、という問題関心による。さて、重なり合うコ
ンセンサスによって成立する政治的リベラリズム
は、カント、ミル的な包括的教説とホッブズ的な
暫定協定のあいだをいくものとされていた。われ
われはこれを導きの糸とし、さらに政治的リベラ
リズムの基本的特徴であるreasonableという用語
の多用と政治的構想と包括的教説の区分とに鑑み
て、次のテーゼを提出した。すなわちそれは、カ
ント的構成主義において分節化された「理に適っ
た」という観念と、ホッブズ講義で素描されてい
た暫定協定リベラリズムとが結合されることに
よって、政治的リベラリズムへの展開は導かれた
のではないか、という仮説にほかならない。従来
の研究においてはこうした点はあまり注目されて
こなかったが、共約可能な焦点である政治的構想
に「理に適った」という評価言明が適用されるこ
とによって重なり合うコンセンサスの観念が理論
的に成立しより精緻化されるという筋書きは、移
行期のロールズのテキストと照らし合わせて確認
してきたように、一定の説得力をもつものだとお
もわれる。
　また、これとあわせて、重なり合うコンセンサ
スを説明・正当化するにあたってロールズが歴史
的文脈への依拠を強めていくこと、そしてそのこ
とが理に適った多元性の事実という新たな理論的
出発点を要請することが確認された。管見では、
こうしたことは『正義論』からのまったくの断絶
を示すものというよりも、かれの理論における重
点のおき場所の変化、あるいは構成主義や反省的
均衡において強調される論証の方向性の変化とし
て捉えることが可能である。それにくわえて、政
治的リベラリズムが様々な理論的可能性をもって
いることも確認された。
　今回の考察では政治的リベラリズムへの移行を
めぐる問題を中心に据えたため、提出はしたが突
き詰められなかった論点が残された。また、ロー
ルズの社会観という問題について論じきるために
は、さらなる考察が必要である。とくに、カント
の道徳的教説からの影響が顕著だとおもわれる
八〇年代初頭の理念的な社会観と、政治的リベラ
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リズムへの展開をとげたロールズがもつにいたっ
たより現実主義的な社会観はどのように整合する
のかを検討することが必要だとおもわれる。政治
的リベラリズムへの展開にあたって、ロールズ
は、重なり合うコンセンサスに代表される寛容の
問題だけではなく、今回は触れることのできな
かった社会的・経済的不平等の是正という『正義
論』の中心的テーマをも新たに論じ直している。
こうした論点をも踏まえた考察は今後の課題とし
たい。

［凡例］

　ロールズのテキストを参照するにあたり本稿で
は以下の略号を用いる。論文集 Collected Papers
の参照にあたっては、略号CPのあとに当該論文
の初出年度を記した。

TJ: A Theory of Justice, Harvard University Press, 
1971.
A Theory of Justice: Revised Edition, Harvard 
University Press, 1999.

PL: Political Liberalism: with a New Introduction and 
The‘Reply to Habermas’, Columbia University 
Press, 1996.

CP: Collected Papers, Harvard University Press, 
1999.

――‘Kantian Constructivism in Moral Theory’, 
The Journal of Philosophy, 77, 1980.

―― ‘Social Unity and Primary Goods’ in A. 
Sen and B. Williams, (ed.), Utilitarianism and 
Beyond, Cambridge University Press, 1982.

―― ‘Just ice as Fairness：Pol i t ica l  not 
Metaphysical’, Philosophy and Public Affairs, 
14, 1985.

――‘The Idea of Overlapping Consensus’, Ox-
ford Journal of Legal Studies, 7, 1987.

LHPP: Lectures  on the  His tory  of  Pol i t ical 
Philosophy ,  S . Freeman (ed. ) ,  Harvard 
University Press, 2007.

　　　　　　　     
［注］

1 この点の整理について、大日方信春「政治的リベラリ
ズムにおける「立憲的精髄」は「暫定協定」を超えうる
か」、井上達夫編『岩波講座　憲法1――立憲主義の哲学
的問題地平』、岩波書店、二〇〇七年、二三四 -二四一頁。

2 良心の自由や寛容の精神について論じた『正義論』第
四章半ば（§33-35）に、重なり合うコンセンサスと公共
的理性の原型があることは、ロールズも認めている（CP 

1985: 410. n30）（CP 1987: 429. n15）。同様の指摘として
以下のものもある。R. Rorty, ʻThe Priority of Democracy to 

Philosophy’in his Objectivity, Relativism, and Truth: Philosoph-
ical Papers 1, Cambridge University Press, 1991, pp. 179-181

（富田恭彦訳『連帯と自由の哲学――二元論の幻想を超え
て』、岩波書店、一九九九年、一七二 -一七五頁）。B. Bar-

ry, Justice as Impartiality, Oxford University Press, 1995, 

pp.186-188。
3 田中将人「ジョン・ロールズの社会観（1）――現実主
義的ユートピアの生成」、『早稲田政治公法研究』、第九三
号、二〇一〇年。

4 構成主義についての精緻な説明は、福間聡『ロールズ
のカント的構成主義――理由の倫理学』、 勁草書房、
二〇〇七年。本稿との関連ではとりわけ第一章を参照。

5 こうした議論について詳しくは次を参照。塩野谷祐一
『価値理念の構造――効用対権利』、 東洋経済新報社、
一九八四年、二六一 -二六七頁。

6 この点について、谷澤正嗣「ジョン・ロールズの重合
的コンセンサスの観念――政治的理性批判の可能性」、

『早稲田政治経済学雑誌』、 第三二四号、 一九九五年、
二七八 -二八九頁。

7 O. O’neill, ʻConstructivism in Rawls and Kant’ in S. Free-

man (ed.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge 

University Press, 2003, p.354。
8 ロールズがおもに参照しているのはクワインの主著
『ことばと対象』第一章であるが、そこで強調されている
言語の社会的性格という論点については、丹治信春『ク
ワイン――ホーリズムの哲学』、 講談社、 一九九七年、
一三四 -一四四頁。

9 D. Brink, Moral Realism and the Foundations of Ethics, 

Cambridge University Press, 1989, pp.316-321。
10 道徳理論と政治哲学を連続的に捉えようとするこの立
場は、カント倫理学に個人的格率ではなく社会的ルール
を見出そうとすることにも反映されている。そのため、
ロールズによる定言命法の解釈は人々による間主観的側
面をも組み入れたものになっている。この点について、
田中「ジョン・ロールズの社会観（1）」、二〇頁。

11 おなじく『正義論』と『政治的リベラリズム』の相違
を辿った『リベラル・コミュニタリアン論争』は、この
点についてやや不正確である。S. Mulhall and A. Swift, 

Liberals and Communitarians: second edition, Blackwell, 
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1996, pp.242-245（谷澤正嗣・ 飯島昇藏ほか訳『リベラ
ル・ コミュニタリアン論争』、 勁草書房、 二〇〇七年、
三〇〇 - 三〇四頁）。だが、政治的リベラリズムへの移行
の原因をペティットたちがコミュニタリアンからの批判
への応答とみなしているのにたいし、A・スウィフトたち
は公共的正当化へのコミットメントの増大だと考えてお
り、この点については後者の解釈が優れているとおもわ
れる。

12 Ch. Kukathas and Ph. Pettit, Rawls: A Theory of Justice and 
its Critics, Stanford University Press, 1990, p.139（山田八千
子・嶋津格訳『ロールズ――『正義論』とその批判者た
ち』、勁草書房、一九九六年、二一一頁）。

13 編者のS・フリーマンによれば、『政治哲学史講義』は、
ホッブズ、ロック、ヒューム、ミル、マルクスについて
論じた八三年度の講義をベースにしつつ、それ以外の年
度においても論じられた講義記録やノートによって補填
することにより、ルソー、シジウィック、バトラー講義
をも含むものとして構成されたものである。基本的に
ロールズの講義録は、かれ自身によって幾度も書き直さ
れており、論文といっても差し支えないものとなってい
る。ただし、ヒューム講義とホッブズ講義については、
他のものと異なり、実際の講義の録音から文字起こしさ
れたものから作成されたため、完成度の面で劣るとされ
る（LHPP: ix-xi）。だが、八三年当時のロールズの思考に
触れるという今回のわれわれの問題関心からすれば、こ
の完成度の低さはある意味では好都合でさえある。

14 『政治哲学史講義』においては、ルソー講義でも政治
的構想という語が用いられている（LHPP: 215, 237）。た
だし、ルソー講義はその内容や参照されている文献から
判断して、すでに政治的リベラリズムへの移行が明白に
成された八〇年代後半の講義がベースとなっているか、
あるいはそれ以降に大幅な加筆修正が行なわれたと推察
されるため、今回は取り上げない。

15 J. HamptonʻShould Political Philosophy Be Done without 

Metaphysics? ’, Ethics, 99, pp.800-802。
16 Th. Hobbes, Leviathan, R. Tuck（ed.）, Cambridge Univer-

sity Press, 1991 ,  p.111（水 田 洋 訳『リヴァイアサン
（一）』、岩波書店、一九九二年、二五六 -二五七頁）。
17 これらのテーマにかんする、ホッブズ研究史における
代表的研究の布置、そしてそれに照らしてみた場合の
ロールズ的な解釈の位置については、渡辺幹雄「ジョン・
ロールズ『政治哲学史講義』（2007 年） 注解（1） ――
ホッブズ講義」、『山口経済学雑誌』、第五六巻、第二号、
六七 -七六頁。

18 このテーゼの名称は筆者によるものである。正確を期
していうならば、ロールズがこのテーゼをホッブズから
読み取ったのか、それともあらかじめこのテーゼを念頭
においてホッブズを読み込んだのかは明らかではない。
また、いつそのような着想をえたのかも不明である。た

とえば、補遺として収められている七八年度の講義ノー
トでは、ホッブズ解釈において宗教的・神学的教説との
連続性を強調する〈テイラー＝ウォレンダー・テーゼ〉
が否定されることによって、そこではすでに〈分離・接
合可能性テーゼ〉の考え方が示されており、また、政治
的構想という語も使用されている（LHPP: 37-39）。しか
し、いずれにせよ、八三年のホッブズ講義において〈分
離・接合可能性テーゼ〉が一層明瞭化したことは確かだ
とおもわれる。

19 R. Tuck, Philosophy and Government: 1572-1651, Cam-

bridge University Press, 1991, pp. 173, 304-305, 326, 346-

348。
20 厳密にいえば、「重なり合うコンセンサス」論文の時点
では、「理に適った」が付かない多元性の事実という言葉
が用いられている。この点については、J. Cohen, Philoso-
phy, Politics, Democracy, Harvard University Press, pp.38-44。

21 ハートのいう自然法の最小限の内容については、H. L. 

A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, 1961, 

pp.193-200（矢崎光圀ほか訳『法の概念』、みすず書房、
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については、PL: 195-198。ただしロールズは、政治的構
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方との相違を表明している（CP 1987: 428. n13）。両者の
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門』、二〇〇九年、四二頁）。
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と善とが合致するという議論は、政治的リベラリズムに
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とみることも可能である。S. Krause, Civil Passions: Moral 
Sentiment and Democratic Deliberation, Princeton University 
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